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北陸地方整備局１．背景

○管内の自治体や団体へヒアリング（令和6年1月～2月）
・水害に関する課題や問題意識の聴取

・優れた取組の事例の聴取

○管内の自治体の取組の現状評価
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信濃川水系では、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動
による水害の激甚化・頻発化に備え、「流域治水」や「水防災意識向上」の取組を進めて
いる。取組の推進のため、ヒアリングと現状評価を実施。

管内の優れた取組、課題解決のヒントとなる国内外事例を収集し、
事例集としてとりまとめ



北陸地方整備局２．管内の課題・問題意識

2

低平地

扇状地

（水防災意識向上）

・学校における防災教育は進んでいる
が、保護者世代への啓発や地域へ
の広がりが弱い。

（水害リスクや避難情報の周知促進）

・避難行動に関する周知、浸水想定区
域外の避難所確保が課題。

（地域での共助の取組の促進）

・短期間でトップが交代してしまうため
問題意識、取組などの継承ができな
い。
・避難するまでの時間がある程度確保
できるので、避難行動要支援者と助
ける側の結び付けなど、地域の中の
関係性を構築する必要がある。

（企業の自衛水防の促進）
・企業のBCP策定や避難場所として
の企業や工場の活用を進めたい。

（水防災意識向上）

・ハード整備が進んでいるため、水害
に対する危機意識は低い。

（水害リスクや避難情報の周知促進）

・避難情報や安全な避難所の周知が
進んでいない。

（地域での共助の取組の促進）
・地域の方々にお願いして避難行動
要支援者を助ける仕組みをつくって
いるが、地域も高齢化しており厳し
い。

（企業の自衛水防の促進）
・水害に関する企業のBCP策定率は
低い。

（水防災意識向上）

・信濃川沿川の集落とそうでない集
落毎に差がある。

（水害リスクや避難情報の周知促進）
・高齢化が進んでいて、ITなどによる
情報伝達で避難を促すのが難しい。

（地域での共助の取組の促進）
・集落の役員が自主防災会の役員も
兼ねているが、1年毎に代わってし
まうので、防災の継続性の確保が
難しい。

山間狭隘部

管内の自治体や民間へのヒアリング結果より、管内の課題は 「水防災意

識向上」、「水害リスクや避難情報の周知促進」、「地域での共助の取組の促
進」及び「企業の自衛水防の促進」に大別される。

信濃川の地形や気象・洪水特性、地域特性等から、信濃川中流域を「低平
地」、「扇状地」、「山間狭隘部」に区分し、ヒアリング結果を下記のように整理
した。



北陸地方整備局

低平地

扇状地

山間狭隘部

３．管内の優れた取組
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（水害リスクや避難情報の周知促進）
〇中越防災安全士会（NPO法人）は
積極的に出前講座を行っている。
福井町での出前講座（令和5年11
月）は、2004年の7.13洪水を振り返
り、19年前とは違い役立つデータを
誰でも取れる中、行政による対策を
説明し、町内で期待される対策を説
明した。

（個別避難計画の作成）
〇自治体の福祉部門が福祉専門職（
ケアマネージャー等）と連携し、防災
意識が高く、災害発生リスクの高い
地域をモデル地域とし、避難行動要
支援者の個別避難計画の作成を進
めている。

（水害リスクや避難情報の周知促進）

〇三条市は浸水検知センサーをポン
プ、ゲート箇所の排水路に8カ所設
置。設置箇所が浸水すると、操作
管理者へLINEでプッシュ通知。

〇三条市「防災気象アドバイザー（気
象予報士）」を登用し、地域の気象
情報の収集や解説、防災に関する
講演などを行っている。

（地域での共助の取組の促進）
〇自治会と企業の間で緊急避難場
所の覚書を締結した。

（企業の自衛水防の促進）
〇企業自らによる土のうの準備、工
場の嵩上げ、データの電子化を行
った。

管内の自治体や民間へのヒアリングより、管内の優れた取組情報を得た。

※取組の詳細を調査した後、今後、国内外事例集に追加予定。

（企業の自衛水防の促進）

〇浸水想定区域内の要配慮者施設
は避難確保計画を作成し、施設の
職員、地元の方などを巻き込んで
、入居者の避難の実効性を高め
る訓練を毎年実施している。



北陸地方整備局４．水防災意識評価の考え方
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管内の自治体の取組の現状把握にあ
たって、住民や企業等における水防災意
識の現状や向上の度合いを明確化するこ
とが重要であると考え、量的に評価するた
めの尺度を検討した。

尺度の検討方法は、「住民の防災意識
水準に応じた教育プログラム策定手法に
関する研究」 のピラミッドを参考とし、住民
等が主体となった自助・共助の取組が水
防災意識向上方策として最も重要であると
考え 、追加でPhase6 を設けた。 出典）本間基寛・片田敏孝・桑沢敬（2007）, 

住民の防災意識水準に応じた教育プログラム策定手法に関する研究

水防災意識フェーズの定義
本間、片田、桑沢による定義Phase

水防災意識向上のための取組水防災意識の現状

水害リスクの存在を周知する。水害リスクの存在を考えたことがない。リスクの存在を考えたことが

ない。

1

水害リスク情報の理解を促進する。水害リスクの存在に気付いているが、水害リスクに

関する情報は理解していない。

リスクの存在に気付く。2

水害関連情報・避難情報の提供及び周知

により理解を促進する。

水害リスクは理解しているが、水害関連情報・避難

情報は理解していない。

リスクを深く理解する。3

避難行動の準備を促進する。水害関連情報・避難情報は理解しているが、避難行

動の準備をしていない。

対処方法を理解する。4

行政主導で地域での助け合いや水害対策

の仕組みを作る。

避難行動の準備はしているが、地域での助け合い

や水害対策の意識は低い。

対処行動を実行する。5

住民等が主体となった自助・共助の取組を

促進する。

地域での助け合いや水害対策の仕組みはあるが、

住民等が主体となった自助・共助まで至っていない。
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北陸地方整備局５．国内外事例集
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ヒアリングで得られた課題・問題意識により、自助・共助が主体となる「地域での共助の取組」及び「民間の自衛水
防」の取組を中心に、国内外の先進事例や適用の可能性の高い事例を収集し、課題解決のヒントとなるものを事例
集としてとりまとめている。平時の事前の取組により、発災前、発災後及び復旧・復興に効果の発現が期待できる。

※周辺自治体に横展開しやすい管内の優れた取組は今後追加予定。


